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         1．はじめに 

 　本論の目的は，認知症の高齢者やその家族を支
援するにあたって必須となる多職種連携（IPW: 
Interprofessional Work）と，その可否を左右す
るものと見なされるようになっている多職種連携
教育（IPE: Interprofessional Education）の現状
と課題について，社会福祉・ソーシャルワークの
視点から論じるものである． 
 　承知のように，2013 年度よりスタートした「認
知症施策推進 5 か年計画」，いわゆるオレンジプ
ランにおいては，認知症高齢者の容態や置かれて

いる状況に応じての医療・介護の連携が強調され
たのであるが，それは 2015 年 1 月に公表された

「認知症施策推進総合戦略」，すなわち新オレンジ
プランにも引き継がれている．しかし従前におい
て，IPW それ自体は，認知症患者・家族支援に
限らず，医療ケアの領域での展開が先行している
感があり，IPE も社会福祉・ソーシャルワークに
とってもその重要性が認識されつつも，特に専門
職養成教育レベルでの展開では後れを取っている
ことは否定できないところであろう． 
 　しかし，特に認知症も含めた慢性疾患や障害の
あるサービス利用者・家族に対する支援は，医療
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ケアの範疇にとどまらずおのずから社会的ケアも
含めて「生活支援」という性格を色濃く持たざる
を得ない．そのことを考えれば，社会福祉・ソー
シャルワークは，医療ケア領域で先行している
IPW と IPE の成果を積極的に学び，その知見を

「生活支援」に取り込んでいく必要性は大きいと
思われる． 
 　こうした問題意識から，本論では IPW，IPE
に関する先行研究をレビューし，その上で特に認
知症高齢者・家族支援に焦点を絞って IPW，IPE
研究と実践の展開を概観し，そこから社会福祉・
ソーシャルワークが何を学び取るべきなのか，さ
らに今後の課題は何かについて考えてみたい． 

 2．連携への関心と研究展開 

 　大嶋によれば，1962 年の雑誌『病院』で「人
間関係」が特集され，その中で「チーム」という
言葉が用いられたのが，日本の医療領域において
連携への関心が示された嚆矢ということになる．
1965 年より看護領域では「チーム医療」という
用語が見られるようになるが，それは看護職単独
のチームを意味し，多職種までをカバーしていな
かった．医師を中心としたコメディカルのチーム
が注目されるようになったのは，ようやく 1970
年代に入ってからになる（大嶋，2011）．看護領
域では，医師と看護師のチーム医療が雑誌論文で
取り上げられたのが 1977 年に至ってからであっ
た（田村，2010）． 
 　このように医療現場では 1970 年代後半から，
チーム医療という言い方で多職種間連携の実践が
注目され，実際に展開されるようになっていたの
であるが，ただそうは言っても看護職をはじめと
してチームで実践することがむしろ日常的であっ
たために，あまりそれが研究や分析の対象として
までに意識されることは少なかったといえる（田
村，2010）．そのために，松岡が述べているように，
1990 年代初頭までにはこのテーマについての研
究文献はほとんど見当たらない状況があった（松

岡，2011）． 
 　そうした事情は社会福祉，ソーシャルワーク領
域でも同じであり，ソーシャルワーカーは古くか
ら他専門職との協働なくしてはその成果が果たせ
なかったはずであるが，サービス利用者との日常
的で直接的な関係には大きな注目が寄せられる一
方で，いわば「後背地」となる他専門職との関係
を意味するチームや連携については，ネットワー
クなどの類似概念も含めてどうしても二義的な位
置づけに甘んじていたといえる（松岡，2016）．
そのために多職種連携に関しての理論的な精緻化
とそれを実践に反映させていく取り組みが顕在化
するまでには至らず，あるいはあってもそれほど
注目されることは少なかったのである． 
 　この状況が変化し，特にチーム，チームワーク
とそれらが土台にしている多職種連携が，改めて
日本において脚光を浴びるようになるのは 2000
年前後のことである．それに先立って 1990 年代
ごろから医学雑誌などでも「チーム」という用語
が目につくようになるのだが，決定的な意味を
持ったのが介護保険制度の登場であったとされる

（大嶋，2011）．また，同制度が創出されたそもそ
もの背景にある「健康転換」 1） の影響をそこに指
摘する論者もいる（松岡，2011）．
　いずれにせよ介護保険制度導入の前後に，菊地

（1999）や松岡（2000）などのように社会福祉領
域から，当時欧米でも急速に広がってきた連携や
チームに関する研究成果の刺激を受けながらこの
テーマへの理論的な接近が試みられ，その後の研
究に大きな影響を及ぼすことになった．このこと
からも，直接的な契機は介護保険という国内の制
度変革があったとはいえども，日本における多職
種連携への関心と研究展開は，欧米と比べてやや
遅れることになったとはいえ，研究，実践のグ
ローバルな動向や潮流からも大きな影響を受けた
ことは間違いない． 
 　その後，チーム，チームワークや連携といった
用語は一種の流行用語になり，さらにはネット
ワークなど類似の概念・タームも含めて医療領域
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のみならず社会福祉・ソーシャルワーク領域でも
多くの研究や実践が展開されていく．その蓄積を
踏まえて実践家向けの解説書もまとめられるよう
になり，中でも『図説ケアチーム』（2007）や『多
職種連携の技術（アート）』（2014）を編集，発刊
した故野中猛らの業績や，厚生労働省のチーム医
療推進方策検討ワーキンググループ（2011）によ
る「チーム医療推進のための基本的な考え方と実
践的事例集」などがその代表的なものとして挙げ
られるだろう．しかし，皮肉なことではあるが，
流行期を経ることによって再びそれらが専門職に
とっては当たり前で，実践上では日常的になって
いくにしたがって，どちらかといえばノウハウ的
な知識や具体的な技術取得に傾斜しがちになり，
その分，研究状況としては停滞期に突入した感は
否めなかった．そのために，理論と実践の両面で
のいっそうの深化を果たすべく，ブレークスルー
となる「刺激材料」が求められるようになってい
たといえる． 
 　こうした停滞状況を打破する上で大きな刺激と
なったのが，IPW と IPE という 2 つの用語であっ
たことは否定できない．いずれともに外来の用語
であって，そこからもグローバルな動きとリンク
する形でこの領域に変化が生じたことが明瞭な形
で理解できるのであるが，今後の日本でのその展
開を考える上でもそのことを私たちは重々認識し
ておくべき点であろう．というのも，それだけに
多職種連携の研究と実践は今後ともグローバルな
展開から多大な影響を受け続けることは確実であ
り，積極的に海外の動向をキャッチする努力が継
続して求められることになる．本論の最後でも触
れているが，IPW と IPE の研究，実践には近年
になって価値志向（value based）が世界的に強
調されるようになってきている．こうしたグロー
バルな動向から何を学び取ることができるのかが
日本の IPW 研究，実践の課題になってくること
は間違いないものと思われる． 

 3．IPWの登場と多職種連携研究の動向 

 　さて，IP W とは「異なる専門職からなるチー
ムのメンバー，あるいは異なる機関・施設が，サー
ビス利用者（患者・家族）の利益を第一に，総合
的・包括的な保健医療福祉ケアを提供するため
に，相互尊重，互恵関係による協働実践を行うこ
と，またその方法・過程」とされている（田村，
2015）．田村によれば，この IPW という用語自体
は 1994年に Audrey Leathard が編集した Going 
Interprofessional: Working Together for Health 
and Welfare で最初に用いられたとされる．以来，
この言葉はチーム医療などと同義的に扱われるこ
とも多かったのだが，医療職の不足が世界的規模
で指摘される中で，その課題克服ための方略とし
て WHO が IPW に注目し，関心を寄せたことか
ら，広く世界的に知られるようになっていった

（田村，2010）． 
 　ただし，先の IPW の定義に含まれている概念
要素を見る限り，これまでの「チーム医療」といっ
ていたものとの違いを見いだすことはできないだ
ろう．しかし，田村によれば，IPW は「協働」
という点に基盤が置かれており，言い換えれば上
記の定義の通り「相互尊重，互恵関係」が重視さ
れているのであって，メンバー間のフラットな関
係性がそこでは欠かせないとされる（田村，
2010；2016）．それゆえに，必ずしもそのような
性質を有しているとは限らない「チーム医療」は，
そのすべてが IPW の範疇には含まれないことに
なってくる．例えば，Multiprofessinal team と称
されるチーム形態では，リーダーシップが固定的
であり，ゆえにメンバー間の関係は対等とはいえ
ないのである（松岡，2000；2009；2012）． 
 　IPW に対しては「新たなチーム医療」や「真
のチーム医療」と称されることがあるが，その場
合には従来のチーム概念とは重ならない上記のよ
うな側面を強調するニュアンスがそこに込められ
ている（田村，2010）．さらに付け加えれば，こ
れまでのチームや連携がどちらかといえば専門職
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側の視点から論じられていたのに対して，IPW
では田村が言うように患者やサービス利用者の

「利益が第一」であり，その理解なくしては実践
は成立し得ないという側面が強調されている（田
村，2010）．小川らが，IPW の定義の中に「患者・
利用者とともに目指す」点をその構成要素に含め
ているのも（小川ら，2014：66），まさしくこの
視点を反映しているものであろう．先述したよう
に，価値志向の IPW が世界的な潮流になってい
るのも，この意味での原点確認という意味を持っ
ているといえる． 
 　もちろん，これまでのチームや連携についての
議論においてでも，そもそも何ゆえにチームや連
携が求められるかという切り口から，患者やサー
ビス利用者の利益こそがその出発点であることが
絶えず強調されていた．しかし，医療ケアの領域
で議論が先行していたこともあって，その実践上
の科学的な根拠の確保が優先された点は否めない
ところである．つまりは，エビデンス・ベースド
に軸足が置かれたのであり，その科学主義志向は
専門主義志向と表裏一体の関係にある以上，本質
的に IPW の議論が専門職主導であったことは否
めなかった．繰り返すが，近年において強調され
るようになった IPW における価値志向アプロー
チの登場もこうした文脈でとらえることができ
る．IPW といった場合には，伝統的な多職種連
携の「場」よりもいっそうに，患者やサービス利
用者の価値，また連携メンバーである各種専門職
の価値まで深く踏み込んで，それらが複雑にうご
めく時空間の中でいかにして患者やサービス利用
者の利益を優先し，その実現を患者も含めた関係
者一同で「ともに目指す」ことができるのか，と
いう力動的な特徴がその決定的な要素として刻印
されていくことになるだろう． 
 　ところで田村が指摘しているように，団塊世代
が後期高齢者層に入る 2025 年問題を見据えて厚
生労働省が推進しようとしている「地域包括ケア
システム」には，病院中心の医療を地域に移行す
るパラダイム転換がその根底にある．そこでは，

「生活を支える医療」「医療・介護の機能強化と効
率化」「医療・介護従事者の確保」「望ましい医療・
介護のデリバリーを実現するための手法」と密接
に関連した政策が目標とされており，そのために
も医療ケアのみならず社会ケアまでカバーした上
で IPW を推進していくことが重要になってくる
のである（田村，2016）．また，認知症に限らず
介護で困難を抱えるケースでは，どれも経済問題
も含めて複数のニーズが存在していること，経済
問題がある場合にはニーズ充足のための選択肢が
いっそう狭まり，その分，住み慣れた地域で暮ら
していくことが困難になることも少なくないこと
が指摘されている（永由ら，2014）．ニーズが複
数にまたがることは，必然的に多様な専門職の介
入が求められることにつながる．介護問題の広が
りは，地域レベルでの IPW の実践をもたらす理
由の 1 つでもあり，またその帰結でもある，と言
うこともできよう． 
 　なお，認知症高齢者に話を限定すれば，新オレ
ンジプランを踏まえて打ち出された「平成 28 年
度診療報酬改定」が多職種によるチームの進展に
及ぼした影響が大きいとされる．それは，身体疾
患のために入院した認知症患者に対する病棟での
ケアや多職種チームの介入について診療報酬の加
算を行うものである．この加算を得るためには，
チームに認知症の診療に十分な経験と知識を有す
る専任の常勤医師，認知症患者の看護に従事経験
があり，それに関する研修を修了した専任の常勤
看護師，そして退院調整の経験がある専任の常勤
社会福祉士又は常勤精神保健福祉士が含まれるこ
とが条件になる．この加算制度の結果，病棟レベ
ルでは急速に多職種チームの展開が促進されて
いったとされる．ただ，この多職種チームが医師
主導のヒエラルキーを排し，「新しいチーム」，す
なわち IPW へと脱皮を遂げているかどうかはも
ちろん別問題である．しかし，それでも IPW に
向けての種は既に広く撒かれていると言ってよい
だろう． 
 　ただし，そうはいってもその進展はあくまでも
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病棟レベルに限定された話であることは否定でき
ない．認知症高齢者の場合は，例えば徘徊の結果
として行方不明になるケースが多いこと，同じく
徘徊によって事故に巻き込まれその損害賠償が家
族に覆いかぶさってくるリスクがあること，ある
いは認知症高齢者を対象とした犯罪が後を絶たな
いこと，などの諸問題は最近になってマスコミで
も取り上げられ，それらに対して早急な対策を求
める社会的な合意が形成されるようになってきて
いる．
　そこに見られるように，単なる医療ケアや介護
負担の問題だけではなく，認知症高齢者と地域社
会との接点で生じる様々な課題がようやく社会的
に顕在化してきたともいえるのであるが，こうし
た課題に取り組んでいくためには，成年後見人も
含めて，警察官，弁護士など司法専門職や各種
サービス事業者までもが支援に関与する形での取
り組みが欠かせない．それは病棟レベルや医療ケ
アに偏りがちであった IPW の範囲をいっそう広
げさせ，それ自体を「地域社会化」させていくと
いうべき方向性につながる．この点は，日本にお
ける IPW の課題として，後で「生活支援」との
関連でさらに取り上げてみることにしたい． 
 　いずれにせよこのように考えれば，地域包括ケ
アシステムの成否はこの意味での「地域社会化」
された IPW の実践が不可欠なのであって，当
然，後述するように IPW の必須条件となる IPE
もまた同じベクトルの方向に進んでいくことを前
提に論じていく必要があるだろう． 

 4．IPE とその展開 

 　IPW を効果的に実践していくために欠かせな
いものとされているものが IPE である．WHO は，
IPE をヘルスシステムの中に埋め込んでいくこと
を医療領域の実践家のみならず，政策担当者にも
求めた 2010年の “Framework for Action on 
Interprofessional Education and Collaborative 
Practice” の中で，これまで検討に 50 年以上の時

間をかけた結果，効果的な IPE こそが連携の実
践，すなわち IPW を可能にならしめるものとし
て奨励に値する根拠があることを明言している

（WHO 2010: 7）．グローバルな規模でヘルスシス
テムが抱える問題を緩和する役割を，WHO は
IPW と IPE の両者に期待しているのであり，そ
のためにも加盟国が自国の医療保健福祉政策立案
にあたってこのフレームワークを活用していくこ
とを奨励しているのである（Gilbert, et al. 2010，
松岡，2013）．
　こうした動きを見れば，松岡（2013）が指摘し
ているように，もはや今日において IPW と IPE
の必要性は至って自明のことであり，当たり前に
実践されなければないものであること，少なくと
も WHO はそうした認識に立っていることを如
実に示していると言えよう．当然，WHO 加盟国
としての日本も，今日の医療介護や社会福祉を取
り巻く制度的な疲労を前にして，このフレーム
ワークに応じた対策が急務になっているといえ
る．取りようによっては，IPW と IPE を国家レ
ベルで展開していくことについての「外圧」にそ
れはなっていると見なすこともできるだろう． 
 　さて IPE については，英国専門職連携教育推
進センター（CA I P E :  C e n t r e  f o r  t h e 
Advancement of Interprofesional Education）に
よる「複数の異なる領域の専門職者が連携（協働
の意）およびケアの質を改善（向上）するために，
同じ場所でともに学び，お互いから学びあいなが
ら，お互いのことを学ぶこと，（またその機会）」
という 2002 年の定義が知られている（CAIPE, 
2002，邦訳は田村，2015）．これを受ける形で小
川らは「複数の領域の専門職者が連携およびケア
の質を改善するために，同じ場所でともに学び，
お互いから学びあいながら，お互いのことを学ぶ」
ものと IPE を定義している（小川ら，2014：
66）．いずれにせよ，参加者が「ともに相手のこ
とも含めて，相手から学びあう」という相互学習
としての要素と，同じ時空間を共有しての学習で
あるという，以上 2 つの点がその大きな特徴に
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なっている． 
 　ただ日本のみならず世界的に見ても，専門職養
成はこれまでは縦割り的なシステムの中で実施さ
れてきており，例えば医師は医学部，看護師は看
護学部，ソーシャルワーカーは福祉系学部学科で
の養成課程を経て，それぞれ資格を取得していく
ことになる．つまりは，専門領域別の「場」とカ
リキュラムでもって各専門職の育成が意図されて
きたのである．加えて，他専門職との連携に関す
るコンピテンシーは当該専門職のそれの中に取り
込まれてしまい，当然，多職種連携のコンピテン
シーは例えばソーシャルワーカーのそれへと矮小
化されてしまうことになる．そして，ソーシャル
ワーカーのコンピテンシーという位置づけであれ
ば，その習得はソーシャルワーカー養成教育の中
のみで果たすことは可能という理屈になる．
　この「論理操作」の結果，各々の専門職養成の
枠内（within the professions）のみで多職種連携
の教育がなされてきたのであった（Schaefer ＆ 
Larkin, 2015）．こうした伝統的な養成システムを
前提とする限り，たとえそこで多職種連携を学ん
だといえども他専門職と実際に接するのは現場に
出てからであり，具体的な連携スキルもおのずか
ら現実に他職種との連携場面に直面する中で経験
的に学び取っていかざるを得なかったのである

（伴，2016）． 
 　IPE では，そうした伝統的な専門職教育の発想
とは異なり，「同じ場所」で「ともに学ぶ」こと
が強調される．学生たちは卒業するまでに，所属
する学部学科や将来自分が就くことになる専門職
といった垣根の違いを超えて，共同学習や可能で
あれば共同での実習を果たしていくことが意図さ
れる．専門職養成教育，それも卒業前教育におけ
る「場」とカリキュラムを，部分的ではあるにし
ても統合化することこそが IPE の核心であり，
従前の専門職教育に対する大きな革新ポイントに
なっていることが理解できよう． 
 　ただし先の伴は，Frenk らによる 2010 年の論
文を引用する形で，こうした IPE の実践すらも

IPW と同じく医療ケア領域に偏っていた点は否
めず，今後はさらには社会的ケア領域の専門職，
ひいては地域住民までも含めての IPE の展開が
求められるという．なお，Frenk らはこうした教
育モデルに ‶transprofessional" というネーミン
グを行っている（伴，2016）．この IPE の社会ケ
ア へ の 拡 張 版（transprofessional education: 
TPE）として，伴はすでに日本では長野県佐久
地域における若月俊一の活動や広島県御調町の山
口昇らの活動にその先駆的な取り組みを認めるこ
とができると指摘している．しかし，そうした優
れた活動が実際に大学などでの専門職養成教育ま
でに取り込まれたかという点では，やはり不十分
であったことも認めている（伴，2016）． 
 　伴が指摘するように，日本での地域レベルでの
実践がむしろ世界に先駆けた IPE の発展への起
爆剤となる可能性があったことは記憶にとどめて
おいてもよいことであろう．いずれにせよ，医療
ケアのみならず地域をベースに社会的ケアも含め
た IPW の展開を円滑に行える人材の確保という
意味では，IPE（Frenk らのいう TPE）は IPW
の成否を左右するといってよい．そこでは，職種
を超えた「地域包括ケアのコンシェルジェ」（種
田 2016）育成とでもいうべき重要な実践的，か
つ教育的な目標が追求されるのである． 
 　なお，この IPE についてはヨーロッパを中心
にすでに世界各地で様々な取り組みが展開されて
いるのだが，日本でも埼玉県立大学と慈恵医科大
学が 2005 年に文部科学省の教育 GP に採択され
て以来，札幌医科大学，群馬大学，筑波大学，千
葉大学，神戸大学，山梨県立大学などでも IPE
関連のプログラムが GP として採択され，その成
果が報告，共有されるに至っている（神山ら，
2011）．さらには日本における IPW，IPE の普及・
発展に寄与することを目的にして 2008 年に日本
保健医療福祉連携教育学会（JAIPE）が発足し，
毎年の研究実践報告も増加してきている．もっと
も，IPE にしても実際に導入した各大学ではその
実現に至るまでには相当な労力が必要であったこ
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とは否定できないし，それは先行してきたヨー
ロッパ諸国でも同様であったとされることは銘記
しておくべきだろう（木下，2015）． 
 　さて，日本の先駆的な取り組みの 1 つである山
梨県立大学のそれを扱った論文では，IPE の世界
的な先駆的な取り組みとして，英国のロンドン大
学キングスカレッジ，オックスフォード・ブルッ
クス大学，先の CAIPE の取り組みが，また米国
ではミシガン大学 PQE（Partnersh ips for 
Quality Education）プログラム，ミシガン大学
ターナークリニック PQE プログラムの内容がそ
れぞれ紹介され，それらと日本の取り組みとの相
違点についての考察が試みられている（神山ら，
2011）．この論文では，日本のプログラムとして
山梨県立大学のみが比較対象になっているのだ
が，たとえ 1 校だけであっても彼我の共通部分と
相違点が示唆されていると考えられるので，以下
に紹介してみたい． 
 　まず両者の共通点として挙げられているのが，
①教員間の相互理解と連携，②学内体制の組織
化，③教員のファシリテート力の必要性，④幅広
い視点からの評価，そして⑤実践現場との連携，
の以上である．これらの中で⑤に関しては，後述
する埼玉県立大学での取り組みでも重要視されて
いた点であった．一方，相違点はむしろ少なく，
①推進体制の違い，②教育方法やプログラムの蓄
積，の 2 点のみであった（神山ら，2011）．①は
それぞれ国の制度的環境が異なることを思えば当
然のことと頷けるものであり，②についてもこの
面で先駆的な英米が日本に比べて先行している以
上は不思議ではないものと考えられる． 
 　先に IPW と IPE の「地域社会化」を課題とし
て挙げたのであるが，日本における IPE の先駆
者の 1 つである埼玉県立大学の取り組みは，この
課題に正面から向き合ったものであるといえる．
同大学では，その IPE の取り組みを「地域に根
差した」ものにしてくためには地域と大学の連携
を土台に据えることが欠かせないという判断の
下，埼玉県に 8 か所の「地域専門職連携推進会議」

を設けて，活動が進められてきた（小川ら，
2014）．その取り組みを会議での議事録，メモ等を，
ドキュメント分析を用いて検証を試みた結果，大
学での IPE に資することを主眼としていた会議
が次第に地域の IPW 展開の場として発展して
いった様子が浮かびあがってきており，IPE と
IPW が連動することによって地域における各種
の支援の質が担保されていく機会になり得ること
が示唆されている（小川ら，2014）．同時に，
IPW の場として成長した実践の場が，その発展
の過程も含めて，そこに参加している各種の専門
職間の相互教育，すなわち IPE の場としても機
能していたことも見逃せない点であろう． 
 　なお他専門職との連携に効果的に取り組むため
には，自己の価値観や信念について深く考えるこ
とが要求されることになる（大嶋，2011）．その
結果，必然的に自らの専門性に関してエンパワメ
ントを果たしていく契機になり得る．大学での
IPE に職員を派遣し，それをもとに職場内 OJT
をとおして IPW を展開するようになった施設の
事例報告では，それによって以前はリーダーシッ
プを取ることを嫌がり，キャリアアップへのモチ
ベーションが低かった介護職員の姿勢に大きな変
化が生じたことが示されている（酒本・大塚，
2013）． 
 　当たり前のことであるが，IPE の展開は卒業前
教育のみに限定されるものではない．地域包括ケ
アの展開の中で，また後述する「地域社会化」さ
れた IPW を成功させていくためには，地域の実
践現場での継続的な IPE 展開が欠かせないこと
は言うまでもない．その観点からは，狩野・広瀬

（2016）が紹介するような QC（quality control）
サークル活動の一環として IPE を実施していく
ことも現場での IPE 展開の参考例として挙げら
れるだろう．いずれにせよ，IPW の前提として
実践現場での IPE により各専門職のエンパワメ
ントが果たされること，それが IPW の円滑化に
さらに結びついていくという好循環が生まれるこ
とが，もちろん実際には様々な制約があるにして
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も，今後において期待されているのである． 

 5．認知症ケアと IPW 

 　ここでは，認知症ケアにおける IPW を取り上
げた最近の研究論文を紹介し，その動向を眺めて
みることにしたい． 
 　まず，老年精神医学雑誌は 2014 年第 25 巻第 4
号から 14 回に亘って「老年期の精神医療におけ
る多職種協働の実践例報告」を募集し，集まった
事例を掲載してきた．そこで取り上げられた事例
は必ずしも認知症に限定されていないが，高齢者
の精神科領域においても IPW が注目されている
ことの裏返しともいえる連載であったといえる．
　しかし，その最終回（2015 年第 26 巻第 5 号）
において，松田は連載で取り上げられたいくつか
の事例で他専門職から学ぶことの意義が繰り返し
て強調されているにもかかわらず，多職種連携に
向けての各専門職の教育的な努力がまだ欠如して
いることを指摘している．同時に，松田は各専門
職の間で人間としての信頼関係醸成が欠かせない
とも述べている（松田，2015）．実際に，認知症
高齢者の家族支援に IPW で取り組んだ事例を連
載の中で報告している大塚によれば，専門職間の
信頼関係醸成が IPW の大きな促進要因になった
ことを指摘しており，そうしたスキル醸成のため
にも IPE の必要性があることを強調している（大
塚，2014）．いずれにせよこの連載をとおして，
認知症も含めた高齢者精神科領域での IPW と
IPE の重要性，それらの成果と課題が読者の間に
共有されたことは大きな意義があったといえるだ
ろう． 
 　次に，認知症ケアと IPW の関連についてのい
くつかの論文を取り上げていくことにする．藤沼

（2015）は，家庭医は地域における認知症ケアの
最初の窓口たる役割を期待されているのである
が，認知症ケアの場合は必然的に家庭医も IPW
を採用せざるを得ないという．家庭医の場合には

「地域基盤型プライマリ・ケア担当総合診療医」

という立場にあることから，対応する健康上の問
題に関連して，単に身体上の問題に止まらず，心
理・社会・文化・倫理的な範疇まで取り扱うこと
が多い．必然的に，その取り扱う問題は「臨床問
題の複雑性」に直面することになり，この「臨床
問題の複雑性」の程度と，いかなる介入目標を立
てるか，という両者との関連性が重要になってく
る こ と に な る． そ こ で 藤 沼 は，Martin と
Sturnberg が 2005 年に発表した論文を引用する
形で，「臨床問題の複雑性」の分類を試みている．
以下に，藤沼の引用に従って，この分類と介入目
標との関連性を見てみたい（藤沼，2015）． 
 　Martin と Sturnberg は，複雑性（complexity）
を， ① Simple， ② Complicated， ③ Complex，
そして④ Chaotic の 4 つに分類している．まず①
はガイドラインなどで対応できる問題であり，②
はこの Simple な問題がいくつか組み合わさって
生じ，相互に影響を及ぼしあっているもので，ガ
イドラインは無いのだが一般化可能な対応方法を
探ることは可能とされる．以上の①と②では，「問
題解決（problem solving）」を行うことが介入の
目標になるという．次に③は，②の状況にあるこ
とに加えて，そのケースの個別的な事情による要
因や時間軸，地域性などが多く影響しているため
に対応の一般化が難しいものである．そして最後
の④は，コントロールが難しい問題が無秩序に絡
み合っている状況で，今後の予測を立てることも
難しい．そして，これら③と④の場合には，「安
定化（stabilizing）」が介入ゴールになるとされる． 
 　ここでいう「問題解決」とは「通常の医学的診
断から治療に至るプロセス」（藤沼，2015：
1026）そのものであるのに対して，「安定化」と
は「とりあえず状況を落ち着かせる，あるいはク
ライシスに陥らせないこと」（藤沼，2015：
1026）を意味している．家庭医は，どうしても前
者のアプローチが唯一採るべき選択肢であると考
えがちであるが，直面する「臨床問題の複雑性」
の程度次第で，それとは異なるゴールの設定が可
能であることを指摘しているのであって，藤沼が
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この分類を有用であると評価する点もまさしくそ
こにある．そして重要なのは，認知症ケアにおい
ては，Martin と Sturnberg の分類に従って③か
④になるようなケースが少なくないということで
あろう．藤沼はそうしたケースにおいては，多職
種チームの形成が不可欠になることを指摘し，
IPW の枠組みを採用すること，および IPE につ
いての知識や技術習得を奨励している．以上はあ
くまでも認知症ケアにおける医療的側面のみに着
目した議論ではあるが，上記にいう「安定化」が
目標になること，ゆえに安定を前提とした，また
安定を支えるための支援が必要になってくるので
あり，そのために IPW が必須になるという議論
は，後述する「生活支援」と IPW の関係につい
ての主張につながるものがある． 
 　さて，入院中であった認知症のある利用者の在
宅介護への移行支援は，IPW が展開される重要
な局面の 1 つになる．永田ら（2015）は認知症疾
患医療センター（以下，医療センター）と地域包
括支援センター（以下，包括）での IPW の実態
について，医療センターが展開している在宅療養
継続支援を取り上げて，その実態を調査分析して
いる．調査は，熊本県にある医療センター 7 か所
の連携担当者 9 名（精神保健福祉士 7 名，社会福
祉士 1 名，看護師 1 名）と包括 8 か所の職員 8 名

（保健師 3 名，社会福祉士 2 名，介護福祉士 2
名，精神保健福祉士 1 名）に面接を行なう形で実
施された．その結果抽出されたカテゴリーは，連
携に関していえば，「医療センターの役割」「医療
センターと包括の日常的な連携」「包括の役割」
の 3 つであった（7 つのサブカテゴリー，19 コー
ド）．以下，これらのカテゴリーをもとに，永田
らの研究結果を紹介してみる． 
 　それによれば，包括が求める「医療センターの
役割」とは，鑑別診断，早期診断，専門医療相
談，在宅生活状況に応じた治療のサブカテゴリー
から構成されていた．包括では対応できないこれ
らの専門的な機能が医療センターに求められてい
ることが理解できる．一方で，医療センター側が

求める「包括の役割」カテゴリーには治療と生活
の継続支援の 1 サブカテゴリーが含まれており，
治療継続の支援や介護保険サービス導入手続きの
コードからなっていた．すなわち，認知症高齢者
やその家族が治療を継続できる環境を整えると同
時に，それを支えるための社会資源活用こそが包
括のスタッフに対して求められている機能である
といえる（永田ら，2015）．以上は IPW というよ
りは組織間連携の範疇に含まれるべき，かつ組織
間の資源調達モデル  2） 的な分析で把握し得るも
のかもしれないが，注目すべきは同じ職種であっ
ても所属する機関が異なればそれによって期待さ
れる機能もまた左右されることが示唆された点で
あろう．職種の相違と機関の相違のどちらが
IPW においてより重要な要素になるのか，この
点は今後の研究課題の 1 つになる． 
 　一方，包括の中での IPW の展開はどのような
実態なのだろうか．この点については，北村・永
田（2015）による，熊本県にあるすべての包括
79 か所の職員 196 名を対象に IPW（北村・永田
は「チームアプローチ」と表記している）を取り
上げた質問紙調査結果の報告が参考になるだろ
う．承知のように包括では，看護職（保健師，看
護師），社会福祉士，主任介護支援専門員の 3 職
種による IPW が展開されている．そこで，北村・
永田は，包括の職員に事前面接を実施して構成し
た 70 項目からなる質問紙を使って，先述した対
象に調査を行っている．以下にその結果を示す． 
 　調査項目を探索的因子分析（主因子法，プロマッ
クス回転）にかけた結果，7 つの因子（認知症疾
患医療センターとの連携，認知症高齢者の支援に
必要なネットワークの構築と家族・地域の啓発，
認知症高齢者の緩和ケアと終末期ケア，認知症高
齢者の権利擁護とそのための地域資源の開発，認
知症高齢者とその予備軍と所在・状況の把握，介
護サービス利用のためのアドボカシー，家族介護
支援）が得られたことが報告されている（累積寄
与率 54.3 ％）．用意された調査票の項目に従え
ば，調査対象者である各専門職は IPW の具体的
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な展開を以上の 7 つに分類していることが示され
たといえる．また，因子分析に最終的に採用され
た 44 項目についてのみ，3 つの専門職ごとの「実
施／非実施」状況を示し，カイ二乗検定を試みて
いるが，その結果だけでは具体的にどの職種にど
のような傾向が見いだせるのかは明らかではない
点が惜しまれるところである（北村・永田，
2015）． 
 　先に，組織間関係においての資源調達モデルが
展開されている可能性を指摘したが，看護職の視
点から，看護職が医療連携において提供し得る

「資源」は何かを分析したのが，千葉ら（2015）
による認知症対応型共同生活介護（グループホー
ム）において終末期ケアに携わった看護職を対象
とした調査である．千葉らは全国 10 か所のグルー
プホームで，計 12 名の管理者・看護職者に半構
造面接調査を実施した結果，「アセスメント」「ケ
アと医療の実施」「教育・相談」「調整」の 4 カテ
ゴリーが抽出されたことを報告している．特に，
看護職は介護職員に対して，認知症利用者の終末
期ケアに関する様々な「教育・相談」とそれに基
づく「調整」を実施しているほか，終末期にかか
わる「アセスメント」「ケアと医療の実施」など
が看護職であるからこそ提供できる独自の「資源」
としてそこに浮かび上がってきている（千葉ら，
2015）．千葉らの調査結果では介護職側の有する

「資源」についてまでは分析されていないが，何
らかの独自の「資源」を看護職に対して提供して
いる可能性はある．こうして 2 つ職種間におい
て，松岡（2016）がいう，各専門職が自ら有する
独自資源を提供しあいつつ，相手職種の依存を避
けて自己の独自性維持を図ろうとする「資源調達
モデル」がそこに成立している可能性が示唆され
ているといえるだろう． 
 　以上のように，認知症ケアにおいてはもはや
IPW を当然視し，その実践分析や具体的な実証
研究が展開される段階に至っていることが理解で
きる．こうした中で，改めてクローズアップされ
るべきことは，先にも述べた IPW の「地域社会

化」の問題ではないかと考える．この問題を検討
するにあたっては，認知症高齢者の「生活支援」
との関連で次に述べてみることにする．同時に，
認知症高齢者の IPW においてソーシャルワー
カーが果たし得る独自の役割は何かについても触
れていくことにしたい． 

 6．認知症高齢者の「生活支援」と IPW 

 　高齢者領域の法令の中で「生活支援」という用
語が頻出するようになってきたのは，地域包括ケ
アシステム導入の議論と時期を同じくしており，
2010 年ごろからとされる（粟田，2015）．粟田は，
この用語がこれまで障害者領域で用いられてきた
経緯も踏まえて，認知症高齢者の「生活支援」の
あり方を議論している．そこでは，ICF（国際生
活機能分類）で描かれた生活機能の各要素（心身
機能・構造，活動，参加）の相互作用という観点
から，特に認知症高齢者の「参加」の問題が等閑
にされがちであったことを批判する．そのことを
踏まえて，認知症高齢者との人間関係づくりを土
台にして，トータルなサポートが提供されること，
またそれを可能とならしめる地域社会を社会関係
資本として定着，醸成させていくことこそが認知
症高齢者の「生活支援」に他ならないことを指摘
している（粟田，2015）．また今井は，たとえ利
用者に認知症などの精神疾患があっても彼・彼女
の日常生活を豊かにする各種の支援を “Disease 
management” と 称 し て い る の だ が（ 今 井，
2014），それも「生活支援」と重なるものと見な
せるだろう．そしてそれには当然，医療のみなら
ず各種社会サービスとの結合が欠かせないので
あって，必然的に「地域社会化」された IPW と
いう形での展開なくしては実現できないものであ
ることは間違いない． 
 　次に，宮島は「住まい」との関連で認知症高齢
者の「生活支援」を論じているが，認知症高齢者
の場合は，いくら「病室や施設とは違う，住まい
らしい住まい」を確保できたとしても，そこにプ
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ラスして外付けのサポートなくしては「住まい」
でも暮らしは成立しない．この「住まい」に対す
る外付けの支援こそが，端的に言って「生活支援」
ということになる（宮島，2015）．その際には，
各種の医療保健ケア，介護サービスも含めた組み
合わせが欠かせなくなり，必然的に「生活支援」
とは「地域社会化」された IPW としての性格を
帯びざるを得ない．そうした中でのソーシャル
ワークの役割を考えた場合，特に初期の IPW 展
開において「認知症の人が，これからどうやって
生きていくか，暮らしていくかということを一緒
に相談」し，もって「認知症によって失われた関
係性の回復」を図る役割がソーシャルワーカーに
期待されると宮島が言うときに，IPW の枠内に
おいてソーシャルワークが創造的に独自の役割を
果たす可能性がそこに示唆されているようで，興
味深いものがある（宮島 2015）． 
 　この認知症高齢者の「生活支援」，そしてそれ
を可能とならしめる「地域社会化」された IPW
において，ソーシャルワークがこれまでの実践の
蓄積から貢献できる側面は他にもありそうであ
る．例えば，地域で暮らす認知症高齢者を支援す
る場合には，自己決定（意思決定）支援が大きな
課題の 1 つになってくる．ソーシャルワークが特
に歴史的にも自己決定尊重をその実践上の土台に
位置づけてきたことを考えれば，IPW における
利用者の自己決定支援とは「ソーシャルワーカー
らしさ」の発現を見いだせる局面の 1 つである可
能性がある．そうした問題意識から，IPW の上
で展開される自己決定支援の特質を質的調査で探
索したのが，藤原と新保（2002）の研究である．
そこでは，ある県に存在する，それぞれ別の特別
養護老人ホームで 10 年以上勤務しているベテラ
ン生活相談員 5 名を対象に半構造化面接形式でイ
ンタビューが行なわれ，継続的比較分析法を使っ
ての探索研究が試みられている． 
 　その結果として得られたストーリーラインは以
下のようなものである．まず利用者やその家族は
当然として，関係する多職種からの情報収集を行

うことで，本人の意向確認のみならず支援の方向
性を定めるための参考にしていく．加えて，掬い
上げた情報を，利用者・家族・多職種に対して提
供していく．そうした一連の作業を何度も繰り返
しながら，得られた情報の深化を図ると同時に利
用者をはじめとした関係者間の関係性を深めるこ
とに役立たせている．加えて，利用者・家族・多
職種がこの過程の中で支援目標達成のための環境
面での「気づき」をもたらし，もっと具体的な支
援の調整にも役立てることが可能になっていく

（藤原・新保，2002）． 
 　このように，認知症のために利用者の自己（意
思）決定があいまい，ないしわかりにくい状況で
の IPW において，ソーシャルワーカーは多職種
からそれぞれの視点でとらえた利用者の情報を入
手し，それを利用者の希望や自己決定に沿って整
理しなおした形でフィードバックしていく役割を
果たしていることを藤原・新保（2002）は示唆し
ているといえる．それによって「多職種の利用者
や家族，その希望に対する捉え方や支援の方向
性，具体策についての考え方の変容を促してい
く」役割をソーシャルワーカーが果たし得るとい
うことになるだろう．ただこのことは，あくまで
も施設内における認知症ケアという限定条件の上
での結論であることには留意しなければならな
い．しかし，そうであっても IPW においてソー
シャルワーカーの果たし得る役割を考える上で藤
原と新保の研究は示唆的であることは間違いな
い．特にここでは，IPW を活用することが先述
した円環的な過程（IPW → IPE → IPW）の大前
提になっていることを認識すべきであろう．その
ことを思えば，（ソーシャルワーカーが参加する）
IPW によってこそ，認知症がある利用者の自己
決定尊重に基づく支援が実現可能になり，もって
IPE が促され，IPW がいっそう円滑に機能して
いくことをも示しているといえるのである． 
 　また，日本において認知症高齢者の社会的ケア
に関する実際的な IPW の場として考えられるも
のの 1 のとして「地域ケア会議」が挙げられるだ
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ろう．介護保険法の中に位置づけられた地域ケア
会議では，困難事例を多職種で検討すること，そ
こに高齢者本人や家族の参加が奨励されているこ
と，個別ケースの検討を通じて地域づくり，資源
開発，政策形成につなげていくというミクロ・メ
ゾ・マクロの各レベルの実践のすべてをカバーし
得るポジショニングであることが，その特徴に
なっている（高山，2016）．高山が指摘するように，
地域ケア会議をどのようにマネジメントしていく
ことができるのかが，ソーシャルワーカーにとっ
ての課題になっている．それは，そのまま「地域
社会化」された IPW に関するコンピテンシーの
課題にもつながっていくことになる． 
 　最後に，先の今井がいみじくも指摘しているよ
うに，認知症高齢者の IPW の「地域社会化」を
考えるにあたって，大きなネックになるのが医療
ケアと社会ケアとのブリッジングである（今井，
2014）．医療保険制度と介護保険制度・社会福祉
制度という制度的な相違から，必然的にそこには
大きな溝が存在しているのであるが，この溝の上
に橋渡ししていくことが欠かせない．ソーシャル
ワークの，IPW の「地域社会化」に果たし得る
貢献の 1 つにこのブリッジング機能があるとすれ
ば期待のしすぎになるだろうか．ソーシャルワー
クにシステムの相違を超えていく「浮遊力」があ
ると自負するのであれば，IPW の展開において
このブリッジングを意識しながら実践していく役
割を自らに引き受けていくこともソーシャルワー
カーには必要になってくるのかもしれない． 

 7．認知症高齢者支援における IPW，IPEと
ソーシャルワークの課題 

 　先述した通り，ソーシャルワークにとって，他
の専門職との連携はけっして新しい概念ではな
い．むしろその面では，相対的にも豊富な歴史を
有しているといえるだろう（Schaefer ＆ Larkin, 
2015）．しかし，その自負が IPW へのソーシャル
ワーカーの参加やソーシャルワーク教育を IPE

と一体化させていくことへの躊躇へとつながって
いるのであれば極めて皮肉なことというしかな
い．本論では，IPW がこれまで医療ケア中心に
語られていたからこそ，本論では地域包括ケアシ
ステムが構想される中での認知症高齢者支援にお
いて IPW が「地域社会化」されるべき必要性を
論じたのであるが，そもそもそのようなことを課
題として敢えて論じなければいけないこと自体
に，期待されているほどに IPW へのソーシャル
ワークの統合が進んでいないことを示している．
加えて，先述したように IPE においても，先駆
的な取り組みでも医療系大学がほとんどであり，
福祉系学部の参加はまだ少ない現状がある．しか
し，例えば，今日の状況の中で IPE を無視する
ことは，Schaefer と Larkin が警告するように，
他専門職（の学生たち）が使っている「IPE の言
語」取得の上で決定的な不利益をもたらすことに
なりかねない（Schaefer ＆ Larkin, 2015）． 
 　米国でも，2009 年に看護，薬学，歯学，医学，
公衆衛生学，整体医学の各教育連盟によって
IPEC（The Interprofess ional  Educat ion 
Collaborative）が結成されたのであるが，ソーシャ
ルワークは当初はそこに加入していなかった．し
かし，それでも 2016 年に他の 8 領域の専門職教
育連盟と同時に CSWE（The Council on Social 
Work Education） が IPEC に 加 わ っ て い る

（Schaefer ＆ Larkin, 2015）．CSWE の “Final 
2015 Educational Policy” においても，ソーシャ
ルワーカーのコンピテンスの中に多職種連携的な
要素が含まれるに至っており（CSWE, 2015），米
国のソーシャルワーク教育も IPE 志向を明確に
していることは間違いない．認知症高齢者支援に
かかわるソーシャルワーカーも含めてすべからく
IPE を経て養成され，IPW という場でもってそ
の業務を果たすことが世界的に見て当然になって
いくだろう． 
 　もちろん，IPW，IPE の展開にしても様々な課
題があるのも事実である．まず IPW であるが，
実践記録における職種間での相違がネックになる
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ことから，その可視化と専門職間での情報共有を
果たしていくことが課題になってくる．そのため
にも，近年では IT も活用しながら，その種の記
録方法の開発が行われている（嶌末・小嶋，
2016）．また認知症高齢者に対する IPW を念頭
に，在宅のサービス利用者に発行され，それがか
かりつけ医，認知症専門医，事業者の間で情報共
有のツールとして活用される，熊本県の「火の国
あんしん受診手帳」制度なども，この課題克服へ
の取り組み例であろう（池田，2015）． 
 　また，専門職間の葛藤は IPW において避けら
れない要素であるが，IPE 段階も含めてその対応
のための有効なツール開発も課題になっている点
の 1 つである．松岡（2013）は，医師や看護師が
認知症高齢者の心身の健康状態を第一義に置くの
に対して，ソーシャルワーカーは「社会生活の中
の保健医療という発想」（松岡，2013：191）が強
いことを指摘し，両者間の摩擦は必然的であるこ
とを示唆する．こうした摩擦に関しては，例えば
小嶋ら（2015）によって「IPW のリフレクショ
ンシート（葛藤）」が試行開発されており，今後
も研究の深化が期待されている領域である．同じ
く，田中らも，ライフヒストリーカルテの作成を
とおして，多職種間での患者の生活史を共有する
ことで摩擦軽減を目指す試みを報告している（田
中ら，2014）．今後は，認知症高齢者の事例をも
とにしながら，こうした葛藤解消のスキル取得を
目指す手立てが深まっていくことが望まれる．
　一方で，今井が指摘しているように，情報共有
化に伴う情報漏洩の問題は，IPW におけるリス
クとして常に念頭に置いておかなければならない
ものであろう（今井，2014）．そのためのリスク
マネジメントをどうするのかという問題は，特に
認知症高齢者の分野における IPW の実践の中で
は，人権擁護的な意味も含めて極めて重要な意味
を持ってくることになる． 
 　次に IPE に関しては，まず 1 つはソーシャル
ワークを学ぶ学生だけの教育と比較して，その準
備も含めて多大な時間を要することは間違いない

（Schaefer ＆ Larkin, 2015）という点がある．そ
もそも IPW 自体が「煩雑化」と表裏一体にある
と言われているのに（今井，2014），それを「地
域社会化」するとすれば，なおさら煩雑になるこ
とは避けられない．
　カリキュラムの IPE 対応についても，その道
は平坦ではないかもしれない．日本の社会福祉士
や精神保健福祉士の養成教育を眺めてみれば，そ
のシラバスは規定に縛られたものになっており，
内容の自由度が低いのは否めないところである．
それに加えて，その規定も伝統的な，個別の専門
職養成教育イデオロギーに厳格に立脚したもので
あることは言うまでもない．その意味では，日本
のソーシャルワーク教育において IPE への統合
化を図ることは，まだ現実的とはいえない要素は
確かにある．しかし，そうはいっても医学部や看
護学部の教育が規定に縛られていないとはいえ
ず，むしろその厳しさはソーシャルワーク以上で
ある．それにも拘らず，日本でも医療系の大学を
中心に IPE が展開されているのは上に見てきた
通りである． 
 　また，IPE は第一義的に「鉄は熱いうちに打て」
とばかりに，卒業前教育での取り組みが重視され
ているのであるが（松岡，2013），この点につい
ては次のような指摘もある．Molyneux は，多職
種によるチームワークについて論じる中で，その
成功の鍵を握る要素としてチームメンバーたる各
専門職の柔軟性，適応性の存在を指摘している．
それに関連して，彼女が強調しているのが
“professional adulthood” という概念である．こ
の概念は，元来は Laidler（1991）が持いたター
ムなのであるが，自らの専門性と役割に対する十
分な信頼感であり，それがあることで他専門職と
の効果的な協働を行う際に，仮に各々の専門的
オートノミーを犠牲にする事態になったとしても
安心していることができるという．逆に各専門職
がもしその段階までに達していないのであれば，
相互に嫉妬と葛藤を招き，多職種チームの実践は
損なわれてしまう（Molyneux, 2001）．もちろん．
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卒 業 前 段 階 で は 学 生 た ち は “professional 
adulthood” に達しているとは到底いえないだろ
う．そうであれば果たして，そのような段階で
IPE を行うことは本当に効果的なのかどうか，あ
るいは逆に “professional adulthood” に達すると，
Molyneux が言うように柔軟性，適応性が本当に
発揮されるのか，むしろ実際は逆でそれらが失わ
れてしまって硬直してしまうのではないか，とい
う疑問もある．IPE と専門性発達との関連につい
ても，今後その実証的な研究展開が望まれるとこ
ろであろう． 
 　最後に，IPW，IPE の展開のためには，個人の
価値の問題はもとより，サービス利用者やその家
族の多様な価値を生み出す背景，特に認知症であ
るがゆえの生の戦略ともいえる高齢者の独自の生
活行動パターンといった利用者サイドの要素に加
えて，それぞれの出身専門職，所属組織の文化，
歴史的な相違などの専門職サイドの要素も無視で
きなくなってくる．それらをきちんと分析し，実
践に反映させていくためには，社会学，心理学，
行動科学，比較文化などの人文社会科学系との連
携もまた必要になってくるのである（大嶋，
2011）．付け加えると，認知症も障害の 1 つとし
て位置づけることになることから，認知症と社会
との関係については障害学などの知見を参考にす
ることも欠かせないと思われる．そのように考え
ると，ことは IPW や IPE に直接関係する学問領
域だけの問題ではなくなってきていることを私た
ちは銘記しておくべきであろう． 

 8．おわりに 

 　今年（2016 年）9 月において，関西学院大学で
日本社会福祉教育学会第 12 回大会が開催され，

「社会福祉教育における IPE の取り組みとグロー
バル化への対応」をテーマにシンポジウムが開催
された．同月に京都の佛教大学で開催された日本
社会福祉学会第 64 回大会でも，IPW，IPE を取
り上げた自由研究報告，ポスター報告が多く見ら

れた．それらは，社会福祉，ソーシャルワークに
おいても IPW，IPE に対する関心が高まってい
ることを象徴的に物語っているといえる．しかし，
8 月に東京・昭和大学で開催された第 9 回日本保
健医療福祉連携教育学会学術集会での報告数と比
較して，見劣りしていたのも事実である．加えて
昭和大学の集会では，ソーシャルワークの存在は

「影が薄い」印象を免れなかった． 
 　IPW，IPE は社会福祉，ソーシャルワークでも
関心が寄せられるようになってはいるが，他領
域，特に医療領域においての関心の度合いとはま
だ比較にならないレベルであるといえば言いすぎ
であろうか．いずれにせよ，このままでは，「地
域社会化」された IPW，そしてそれを支える
IPE において，ソーシャルワークが後手に回りか
ねないという懸念を抱かざるを得ない．もちろん，
それは単にソーシャルワークにとってというだけ
ではなく，結果的に認知症高齢者にとっても不利
益を生じかねないことを危惧してのことである．
本論でいう「地域社会化」された IPW と IPE の
円滑な実現のために，社会福祉，ソーシャルワー
クが果たし得る役割は，上で見てきたようにけっ
して少なくはないと考えたい． 
 　すでに本文でも述べたように，グローバルなレ
ベルにおいて IPW，IPE は価値志向アプローチ
が強調されている．2016 年 9 月に英国オックス
フォードで開催された ATBH（All Together for 
Better Health）の第 8 回大会では，“Value based 
IPE and practice” がテーマであった．医療領域
ではすでにこの動向をキャッチし，専門書の邦文
翻訳も行われている．この点でも，社会福祉，ソー
シャルワークは周回遅れの感がある．しかし，い
ずれはこれまでそうだったようにグローバルな影
響を受けて，この領域での IPW，IPE は大きく
展開していくことになるだろう．もちろん，グロー
バルな動きを直輸入すればいいというものでもな
い．長野県佐久地域や広島県御調町での世界的に
見ても誇り得る実践例を日本は有しているのであ
る．こうした，いわば国内発の取り組みとうまく
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掛け合わせながら，日本の実状にあわせた取り組
みを開発していくべきであろう．認知症高齢者支
援におけるソーシャルワークのあり方もそれに
伴って，どのように変改すべきなのか問われてく
ることは間違いない． 

 注 

 1） 「健康」は，人口・疾病構造，保健医療体制，社
会・経済構造の変化に影響を受けて転換すると
ういう概念で，第 1 相「感染症」，第 2 相「慢性
疾患」，第 3 相「老人退行性疾患」と転換すると
される（松岡，2011）． 

 2） 専門職間関係や組織間関係を，相手職種・組織
の有する資源を相互に利用しつつ，それが相手
への依存を意味することから，それを回避し，
職種，組織としての独立を維持しようとする 2
つの方向（依存と独立）間の力学作用と見なす
モデル（松岡，2016）． 
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　 The purpose of this paper is to discuss the current situation and the issues of the Interprofessional Education 
(IPE) and Interprofessional Work (IPW) that are essential for the support of elderly people with dementia and 
their family from the point of view of social work in Japan.
　 In steady promotion of the ‶5-year plan for promotion of policy measures against dementia" popularly called 
the Orange Plan and started in 2013, a collaboration of health care and long-term care corresponding to condition 
of the elderly people with dementia and their family is emphasized.  IPW and IPE efforts are advanced in the 
medical and health care field. In the social work field, these have been recognized as important but have lagged 
behind especially at the undergraduate education level.  ‶Comprehensive life support" including social care in 
addition to health care is essential to support the clients afflicted with dementia and chronic diseases, as well as 
their families.
　 Therefore, social welfare and social work need to learn about and absorb advanced knowledge and practices 
of IPW and IPE in the health care field.
　 First, we will review the literature of the study of IPW and IPE as it pertains to dementia care.  Next, based 
on this review, the issues and tasks of IPW and IPE in the social work field for the elderly people with dementia 
will be discussed..

Key words: support for the elderly people with dementia，interprofessional work，interprofessional education, 
community comprehensive care system


